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本
法
律
案
は
、
中
心
市
街
地
の
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
中
心
市
街
地
へ
の
来
訪
者
等
の
増
加
に
よ
る
経
済
活
力
の
向

上
を
目
指
し
て
行
う
事
業
及
び
中
心
市
街
地
の
商
業
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
の
認
定
制
度
並
び
に
こ
れ
に
係
る
支
援
措
置
の

創
設
、
中
心
市
街
地
に
係
る
通
訳
案
内
士
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
重
点
支
援
制
度
の
創
設

中
心
市
街
地
へ
の
来
訪
者
又
は
就
業
者
若
し
く
は
小
売
業
の
売
上
高
を
相
当
程
度
増
加
さ
せ
る
な
ど
の
効
果
が
高
い
事
業

を
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
し
た
上
で
、
以
下
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
。

１

認
定
を
受
け
た
民
間
事
業
者
に
市
町
村
が
貸
付
け
を
行
う
際
に
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
市
町
村

に
対
し
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
。

２

大
規
模
小
売
店
舗
が
中
心
市
街
地
へ
立
地
す
る
際
に
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
立
地
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
。

二
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
措
置
の
拡
充
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１

小
売
業
の
顧
客
の
増
加
や
小
売
事
業
者
の
経
営
の
効
率
化
を
支
援
す
る
ソ
フ
ト
事
業
を
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
す
る
制

度
を
創
設
し
た
上
で
、
同
事
業
に
対
し
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を
図
る
。

２

認
定
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
に
対
し
、
道
路
占
用
の
許
可
の
特
例
措
置
や
、
中
心
市
街
地
内
に
お
い
て
活
動
が

認
め
ら
れ
る
特
例
通
訳
案
内
士
制
度
を
創
設
す
る
。

３

市
町
村
が
基
本
計
画
を
作
成
す
る
際
に
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
係
る
事
業
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
の
解
釈
に
つ

い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長
が
回
答
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

四
、
検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
中
心
市
街
地

の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。


